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１．整備予定施設の主要職員の配置計画　
	役職名
	氏　名
	現　職
	要件となる資格の保有状況

	管理者（施設長）
	
	
	

	サービス管理責任者
（又は児童発達支援管理責任者）
	
	
	

	
	
	
	


[image: image2]２．地域との連携・交流計画
３．事業の収支見込み（年間ベース）
（１）施設運営管理　　※整備に伴い実施する事業に係る収支見込を記載（事業所単位）
	勘定科目
	見込額（千円）
	適用（見込額の根拠等）

	収入
	運営費（自立支援給付）収入
利用料収入
寄附金
雑収入

	
	

	
	小計
	
	

	支出
	人件費支出
事務費支出
事業費支出
徴収不能額
引当金繰入

	
	

	
	小計
	
	


　※必要に応じて適宜、項目の追加・削除を行ってください
（２）生産事業会計　　※整備に伴い実施する事業に係る収支見込を記載（事業所単位）
	勘定科目
	見込額（千円）
	適用（見込額の根拠等）

	収入
	売上金
雑収入

	
	※利用者１人当たり月額工賃、給与額
月額　　　　　千円

	
	小計
	
	

	支出
	原材料仕入費
人件費支出（給与、工賃含む）
事務費支出
事業費支出
徴収不能額
引当金繰入

	
	

	
	小計
	
	


　※必要に応じて適宜、項目の追加・削除を行ってください
４．利用者の受入れについて（該当するものに☑のうえ、必要事項を記入）
	三障がい（身体・知的・精神）への対応状況
	□　障がい種別に関わらず、全ての障がい児（者）を受け入れる計画である。

	
	※①その根拠や施設整備面、スタッフ面での配慮の内容を具体的に記入してください


	
	□　受け入れる障がい種別を限定している。（その種別：　　　　　　　　　）


５．苦情処理及び事故発生時の対応
	苦情処理体制
	（　整備済み　　　検討中　　　　未定　）
※整備済みの場合は、その体制について記載（もしくは体制が分かる資料の添付でも可）。


	事故処理体制
	（　整備済み　　　検討中　　　　未定　）
※整備済みの場合は、その体制について記載（もしくは体制が分かる資料の添付でも可）。




６．危機管理体制
	災害時の危機管理マニュアル
	（　整備済み　　　検討中　　　　未定　）
※整備済みの場合は、マニュアルを添付すること。

	避難訓練
	年間実施回数、消防との連携等について記載



７．整備基準の適合性・県の方針に沿った取組等
	項　目
	具体的な取組内容

	（１）
施設整備基準への適合性

	（該当するものに☑）
□　施設整備基準に適合している
　※適合していることを確認の上、提出してください。
※必要に応じて事前に県に相談してください
□　対象外（老朽化対策工事、設備の整備等）
　　※建物の設計（平面図）に変更がない場合

	（２）
国土強靭化整備（※）の該当
（障がい者施設のみ）
※具体的な整備内容は７ページを参照
	（該当するものに☑）
· 耐震化整備
· ブロック塀等の改修整備
· 水害対策強化整備
· 非常用自家発電設備の整備
· 該当なし

	（３）
バリアフリーへの配慮

	（施設における配慮内容を記入）
（やさしいまちづくり条例に基づく事前協議　該当するものに☑）
□　事前協議済
　　（事前協議したことが分かる書類を提出してください）
□　事前協議していない
□　事前協議対象外（設備の整備等）

	（４）
第三者評価の取組
※法人全体の状況を記入。
	①（　受審済　・　未受審　）　　※過去３年以内
　※未受審の場合は確約書を提出してください
＜受審済の場合＞
　受審したサービス種別（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　受審した事業所名　　（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　受審した年度　　　　（　　　　　　年度　）
　受審結果の公表　　　（　　公　表　　・　　非公表　　　）
　　　　　　　　　　　　※受審済証の写しを添付してください
②過去５年間に県に確約書を提出している場合の受審状況（該当するもに☑）
□　採択されていないため、受審していない
□　採択されていないが、受審した

□　採択され、第三者評価を受審した
□　採択されたが、第三者評価を受審していない（受審予定含む）

	（５）
障がい者雇用の推進
（該当するものに☑のうえ、必要事項を記入）
※事業所単位ではなく法人全体の状況を記入。就労継続支援A型事業所における雇用契約は除く。
	□　雇用している（正規・非正規）　　→①へ
□　雇用していない　　→　新規法人の場合②へ
①雇用している場合
　雇用している事業所名（　　　　　　　　　　　　　　　）
　雇用している人数　　（　　　　　）名

　雇用形態　　　　　　（　正規　・　非正規　）
　従事している業務　　（　　　　　　　　　　　　　　　
②雇用に向けた具体的な取り組み
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	（６）
県産木材利用の推進
（該当するものに☑）

	□　県産木材を使用して木造化する
□　県産木材を使用して内装を木質化する
□　県産木材ではないが、木造化又は木質化を行う
□　木造化・内装木質化を行わない
　（行わない理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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８．「監査」について（社会福祉法人のみ：該当するものに☑）
	過去３年間の指摘状況
	□　文書、口頭指摘及び助言指導をすべて受けたことがない
□　文書、口頭指摘又は助言指導いずれかを受けたことがある
□　上記以外（　　　　　　　　　　　　　　　　）


９．「社会福祉充実計画」について（社会福祉法人のみ：該当するものに☑）
	「社会福祉充実計画」の有無
	□　有　　□　無　　※有の場合は計画の写しを添付してください

	（「有」の場合）計画に施設整備への活用が位置づけられているか
	□　有　　□　無


１０．「避難スペース」の整備計画について（避難スペース整備を行う法人のみ記入）
	避難スペースの面積
	　　　　　　㎡

	災害時の受入れ可能人数
	　　　　　　人

	災害時の受け入れ可能期間
	　　　　　（日、週間、月）

	平常時の活用計画について
具体的に記入
	


　※国の指針では、障がい者等３０人程度が長期的に避難生活が可能なスペースの確保を求めています。
１１．旧施設の活用計画について（施設の移転を伴う整備を行う法人のみ記入）
	①移転後の旧施設の活用方針
（該当するものに☑）
	□　同一事業を継続する。
□　他の障がい福祉サービス事業を行う。
　　（事業内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　上記以外の社会福祉関連事業を行う。
　　（事業内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　社会福祉関連事業以外の事業を行う。
　　（事業内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□　取壊し、売却、譲渡、貸付（有償・無償を問わない）
□　（賃貸物件の場合）契約を解消する。


1２．提出案件の熟度
	提出案件の熟度

（事業所において障がい福祉における今日的な課題に対応した取り組み等、力を入れている項目があれば、御自由に記入していただきますようお願いします。）
	


※：国土強靭化整備については以下のとおり
（１）耐震化整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　
① 新耐震基準施行（昭和56 年６月１日）以前に建設された障害福祉サービス事業所等（既に耐震化整備を完了している場合を除く。）の改築、老朽民間社会福祉施設整備、大規模修繕等
② 新耐震基準施行（昭和56 年６月１日）（既に耐震化整備を完了している場合を除く。）以前に建設された障害福祉サービス事業所等（賃貸を含む。）から、新耐震基準を満たす別の建物への移転等（創設、大規模修繕等）
③ 新耐震基準施行（昭和56 年６月１日）以前に建設された障害福祉サービス事業所等（既に耐震化整備を完了している場合を除く。）の廃止と一体的に実施される障害福祉サービス事業所等の創設
なお、新耐震基準施行以前に建築された障害福祉サービス事業所等の廃止と、新たな障害福祉サービス事業所等の創設が一体的に行われる場合は、同一敷地内であることを問わない。
④ 新耐震基準施行（昭和56 年６月１日）以前に建設された障害者支援施設等（既に耐震化整備を完了している場合を除く。）の改築に当たって、障害者支援施設等の入所定員を削減し、共同生活援助事業所や短期入所事業所の整備を一体的に行う場合
※ 耐震化整備における大規模修繕等は、耐震化に資する内容に限る（天井等非構造部材の落下防止対策、地震被害の防止・軽減に資する老朽化対策等）。
（２）ブロック塀等の改修整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　 　　
 安全点検の結果、問題があるブロック塀（組積造又はコンクリートブロック造）の改修
（３）水害対策強化整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　 　　
対象区域（※）に所在する通所系サービスを含む全ての障害福祉サービス事業所等において行われる水害対策のための施設整備事業であって、大雨等の災害に備えて、利用者が円滑で安全な避難等を行うために必要な整備。
（例）
・ エレベーター未設置の障害福祉サービス事業所等へのエレベーター設置工事
・ 車椅子での迅速な避難を促進するための、スロープ設置工事
・ 事業所等内の備蓄物資の倉庫や給水装置等の設置
・ 施設の安全な場所に避難するために、利用者や職員が避難できるような十分なスペース確保のための改修工事
・ 非常用自家発電設備等の電気設備を水害から守るために、事業所等の屋上等に移設するための工事
・ 事業所等の出入り口からの浸水や土砂流入を防ぐための止水板等の設置工事
・ 洪水浸水想定区域（水防法第十四条）等危険区域に所在する障害福祉サービス事業所等の安全を確保する観点から、事業所等において水害対策のための移転改築整備を図るもの
※ 水害対策のための施設整備が既に実施されている障害福祉サービス事業所等においても、利用者の更なる安全確保のために追加で異なる整備を実施することも可能。
※ 対象区域
・ 建築基準法（昭和25 年法律201 号）第39 条により指定された災害危険区域に所在する障害福祉サービス事業所等
・ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第７条により、都道府県知事が指定した土砂災害警戒区域又は同法第９条により都道府県知事が指定した土砂災害特別警戒区域内に所在する障害福祉サービス事業所等
・ 特定都市河川浸水被害対策法（平成15 年法律第77 号）第56 条により指定された浸水被害防止区域並びに特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和３年法律第31 号）附則第２条により、なお従前によるとされた都市洪水想定区域及び都市浸水想定区域内に所在する障害福祉サービス事業所等
・ 水防法（昭和24 年法律第193 号）第14 条により、都道府県知事が、洪水浸水想定区域として指定した区域内に所在する障害福祉サービス事業所等
・ 水防法第14 条の２により、都道府県知事又は市町村長が、雨水出水浸水想定区域として指定した区域内に所在する障害福祉サービス事業所等
・ 水防法第14 条の３により、都道府県知事が、高潮浸水想定区域として指定した区域内に所在する障害福祉サービス事業所等
・ 津波防災地域づくりに関する法律第53 条により、都道府県知事が指定した津波災害警戒区域又は同法第72 条により都道府県知事が指定した津波災害特別警戒区域内に所在する障害福祉サービス事業所等
・ 地すべり等防止法第３条により、主務大臣が指定した地すべり区域又は地すべり防止区域内に所在する障害福祉サービス事業所等
・ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条により、都道府県知事が指定した急傾斜地崩壊危険区域内に所在する障害福祉サービス事業所等
・ その他、水害における被害の発生の危険性が認められ、各自治体の地域防災計画等により指定されている障害福祉サービス事業所等
（４）非常用自家発電設備の整備                                                   
「社会福祉施設等施設整備費における大規模修繕等の取扱いについて」（平成17 年10 月５日）１の（２）、（８）③に基づき整備（既存設備の増設・改造を含む。）を行うものを対象とする。
（連携を確保する団体・機関や地域との交流方針等を具体的に記入）


　※利用者と地域との交流を図るための取組（計画を含む）を具体的に記入

















（注1）　県産木材とは、原則として、県内で生産された素材（スギ、ヒノキ、マツ等の針葉樹及びシイ、カシ、クス等の広葉樹）を県内の製材所が加工した木材製品とする。ただし県内で生産されたことが確認できない素材の場合、県内の素材市場で取り扱われたものについては、県内で生産されたものとみなす。また、県内で生産された素材を県外で構造用集成材としたものについては、県産材とみなす。





（注2）　内装木質化とは、建築の新築、改修、模様替え等に伴い壁、床等の室内に面する部分に木材を利用すること。この場合、壁、床等のいずれかの施工面において全て木材が使用されている（内装制限を受ける壁の施工においては床面より1.2m以下とする）、若しくは部屋全体に占める目視可能な木質割合（木視率）が概ね3割を超えていることを内装木質化が行われた施設とする。


また、部屋が複数ある場合は部屋ごとに上記定義に照らして個々に木質化を判定し、部屋総数の5割（個々の判定が困難な場合は施設全体に占める木視率が概ね3割）を超えていること。





（注3）　補助事業実施後、県産木材を使用したことを確認できる書類の提出を求めることがあります。
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